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【
本
府
関
係
等
】

○

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
役
員
の
欠
格
事
由
）

（
役
員
の
欠
格
事
由
）

第
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
役
員

第
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
役

に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

一

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

（
削
る
）

二

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

二

（
略
）

三

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

六

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
内
閣

（
新
設
）

府
令
で
定
め
る
も
の

（
意
見
聴
取
）

（
意
見
聴
取
）

第
四
十
三
条
の
二

所
轄
庁
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
つ
い
て
第
十
二
条
第
一
項
第

第
四
十
三
条
の
二

所
轄
庁
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
つ
い
て
第
十
二
条
第
一
項

三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
い
て
い
る
疑
い
又
は
そ
の
役
員
に
つ
い
て
第
二
十
条
第
四

第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
い
て
い
る
疑
い
又
は
そ
の
役
員
に
つ
い
て
第
二
十
条

号
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
、
警
視
総
監
又

第
五
号
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
、
警
視

は
道
府
県
警
察
本
部
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
轄
庁
へ
の
意
見
）

（
所
轄
庁
へ
の
意
見
）

第
四
十
三
条
の
三

警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に

第
四
十
三
条
の
三

警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人

（別紙）
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つ
い
て
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
い
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る

に
つ
い
て
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
い
て
い
る
と
疑
う
に
足

相
当
な
理
由
又
は
そ
の
役
員
に
つ
い
て
第
二
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り

り
る
相
当
な
理
由
又
は
そ
の
役
員
に
つ
い
て
第
二
十
条
第
五
号
に
該
当
す
る
と
疑
う

る
相
当
な
理
由
が
あ
る
た
め
、
所
轄
庁
が
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
し
て
適
当

に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
た
め
、
所
轄
庁
が
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対

な
措
置
を
採
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
そ
の
旨
の

し
て
適
当
な
措
置
を
採
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
轄
庁
に
対
し

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
の
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。


